
令和７年度青森市指定管理者選定評価委員会 会議概要 

（「指定管理者制度導入の適否」に係る審査） 

 

１ 開催日時  令和７年５月１２日（月） １４：００～１４：３０ 

 

２ 開催場所  青森市役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 対象施設  青森市営共同牧野５施設、青森市八甲田憩いの牧場 

 

４ 出 席 者 

（１）選定評価委員 委 員 長  沢 木 正 明（企画部次長） 

           副委員長  越後谷 和 人（総務部次長） 

           委  員  池 田 享 誉（青森公立大学準教授) 

           委  員  松 本 博 子（東北税理士会青森支部税理士） 

           委  員  福 島 清 裕（福祉部次長) 

           委  員  太 田 直 樹（こども未来部次長） 

 

（２）施設所管課（農林水産部農業振興センター） 

所  長  櫻 田 新 司 

主  幹  吉 﨑 雅 幸 

主  幹  山 口   真 

主  査  木 立 慎 吾 

 

（３）制度所管課（企画部行政資産経営課） 

課  長  岩 渕 寿 哉 

主  幹  長 内 寛 幸 

           主  査  櫻 田 博 光 

           主  査  赤 坂 勇 亮 

 

５ 案  件  「指定管理者制度導入の適否」に係る審査 

 

６ 審査結果 全委員異議なく、全会一致で次のとおり了承された。 

（１） 指定管理者制度導入の適否：適 

（２） 指定期間：５年間  

（３） 利用料金制：導入する（青森市八甲田憩いの牧場） 

なし（青森市営共同牧野５施設） 

（４） 募集形態：公募 

 （５）グルーピングの適否：適（６施設一括管理） 



７ 主な質疑内容 

委   員：青森市八甲田憩いの牧場の概要調書（資料２）の（２）財務状況で、令和

５年度の市の歳出（B）修繕費等の内容を示せ。 

施設所管課：令和５年度は看板等の修繕を実施した。 

 

委   員：令和３年度以降にパターゴルフ場の修繕を行ったことはあるか。 

施設所管課：大規模修繕は実施していない。指定管理料に若干の修繕費用を盛り込んで

おり、その予算内で対応している。 

 

委   員：青森市営共同牧野の管理にあたって専門的な知識や経験は必要か。 

施設所管課：牛の体調管理に関する知識をはじめ、牧草地の管理に関する知識や経験、

施設が古いため施設に設置している機械に関する知識・経験が必要である。 

 

委   員：青森市営共同牧野の概要調書（資料２）の（２）財務状況で、市の歳入（A）

使用料等とは何か。 

施設所管課：放牧した牛の牧場使用料である。 

 

委   員：青森市営共同牧野と青森市八甲田憩いの牧場をグルーピングし一括管理

を行うメリットは。 

施設所管課：作業に係る人員や機材等を共用することによる施設の効率的な管理運営

を期待している。また、ソフト事業として八甲田牛の生産現場の見学ツア

ーや憩いの牧場での八甲田牛の加工品の販売、イベントの開催等により八

甲田牛の生産から販売に関する理解を深められることから、八甲田牛ブラ

ンドの更なる価値向上につながるものと期待している。 

 


